
米軍による事件・事故に係る情報の取扱いについて 
Ｈ22.2.1 

１ 趣旨 
米軍が原因となった事件・事故については、米軍又は米軍司令官等から直接情報提 

供を受ける国がこれを公表すべきであるが、国は、未だ人身事故に関し公表を検討する

という段階にあることから、今後の動向を見極めるとともに、米軍又は国が公表を行う

までの間、北海道防衛局などからの情報をもとに道として事故等をお知らせし、道民の

不安の解消を図る。 
 
２ 対象とする事件・事故 

米軍による事件又は事故で次のいずれかに該当するもの 
(1)人的被害又は物的被害が生じたもの 
(2)その他社会的に影響の大きいもの 

 
３  取扱方法 

時期 摘   要 手段 

○ 北海道防衛局から提供のあった情報 
  但し、経過報告的な情報については、適宜取りまとめ 
  る。 

○ 市町村から被害報告のあった事象で以下のもの 
 ① 明らかに米軍が原因であるもの 
 ② 道が関係機関に被害原因の確認を要請したもの 

○ 上記②により、米軍が原因者と判明したとき 

即時 

○ 道が再発防止等の要請を行ったとき 

・プレスリリース 

経過 ○ 道が事故災害対策を行うもので以下のもの 
 ・ 被害範囲が広域となるもの又は大規模な人的・物的 

被害が発生したもの 
 ・ その他社会的に影響の大きいもの 

・プレスリリース 
  道ホームページ 

随時 ○ 統計資料 
 ・ 被害件数 
 ・ 苦情件数 

・道ホームページ 

 
 
４ お知らせする内容 
  (1) 事故概要 事故の種別、発生地域及び日時、原因 
 (2) 人的被害 人数、名前、年齢、性別、住所、国籍、負傷の程度、入院の有無 
 (3) 物的被害 被害を受けたものの種別、数量、被害の程度 
   
 注) ４の内容については、補償の関係から、北海道防衛局から通知（確認）のあった事

項に限る。また、名前、住所等の個人情報については、被害者本人(保護者)がその

公開を了解した場合に限る。 




